
資料８１－２ 
 

 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社の電報サービス契約約款及び料金の変更の認可に

ついて 

（諮問第３０９７号） 

 

 

 

 

 

＜目  次＞ 

 

 

 １ 諮問書  ………………………………………  １ 

 

 ２ 申請概要 ………………………………………  ２ 

 

３ 審査結果 ……………………………………… 21 

 

 別添 

○ 電報サービス契約約款の変更認可申請書（写） 
（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 電報サービス料金の変更認可申請書（写） 
（東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社） 

○ 関係条文 

   



1



申 請 概 要

１ 申請者 

東日本電信電話株式会社（代表取締役社長 山村 雅之） 

西日本電信電話株式会社（代表取締役社長 村尾 和俊） 

（以下「ＮＴＴ東日本・西日本」という。） 

２ 申請年月日 

平成 29年９月 20日 

３ 申請の概要 

（１）変更の概要

  ＮＴＴ東日本・西日本が行う電報の事業について、電報の取扱通数

の減少に伴う収支の悪化を背景に、経営効率化のため、受付時間、配

達時間等の見直しを行うもの。主な変更点は以下のとおり。 

① 夜間電話受付の廃止（これに伴い、緊急定文電報の追加料金

（2,000円）による夜間配達も廃止）

② 「緊急定文電報」（基本料金 300円）を「定文電報」に改称

（２）実施期日

認可後、平成 30年１月１日（予定）から実施
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FA
X：

8時
～

22
時

当
日

（
14

時
受
付
ま
で
。
都
市
部
は

17
時

受
付
ま
で
。
）

全
国

慶
弔

12
50

円
～

（
46

3字
ま
で
）

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
電
報

（
総
合
警
備
保
障
）

W
eb

：
24

時
間

当
日

（
12

時
受
付
ま
で
。
）

全
国

慶
弔

12
00

円
～

（
30

0字
ま
で
）

早
割
電
報

（
し
ょ
う
わ
）
※

法
人
、
議
員
の
み

W
eb

：
24

時
間

FA
X：

8時
～

22
時

当
日

（
14

時
受
付
ま
で
。
）

全
国

慶
弔

98
1円

～
（

36
0字

ま
で
）

4
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N
T
T
東

日
本
・
西
日

本
は

、
電

報
の

需
要

の
縮

小
と
電
報

の
取
扱

通
数
の

減
少

に
よ
る
収

支
の

悪
化

を
背

景
に
、
電

報
サ

ー
ビ

ス
の
受
付
時
間
及

び
配

達
時

間
の

見
直

し
を
希

望
。

見
直

し
案

の
内

容

②
緊

急
定

文
電
報
の
見
直
し

①
通

常
電

報
の
受
付
時
間
見
直
し

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日

本
に
よ
る
電
報

サ
ー
ビ
ス
の
約

款
・料

金
の

変
更
認
可
申
請
の
概
要
①

①
夜
間
電
話

受
付

（
1
9
時

～
2
2
時

）
を
廃
止
。

②
緊
急
定
文
電

報
の

夜
間

受
付

及
び
追
加
料
金
（
2
,0

0
0
円
）
に
よ
る
夜

間
・
早
朝
配

達
も
廃

止
。

ま
た
、
緊
急

定
文

電
報

を
「
定

文
電

報
」
に
改

称
。

前
日

19
:0

0以
降
の
受
付
分

を
配

達

前
日

19
:0

0以
降
の
受
付
分

を
配

達

5
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見
直

し
に
よ
る
影

響

（
１
）
収
支
へ
の
影
響

（
２
）
利
用
者
へ
の
影

響
・

N
TT
東

西
の

対
応
策

影
響

対
応

内
容

通
常

電
報

の
夜

間
受
付
の
廃
止

・
2
4
時

間
受

付
可

能
な

W
eb
に
よ
る
受

付
へ

の
誘
導
。

・
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ハ
ロ
ー
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

等
に
よ
る
事

前
周

知
に
よ
り
、
別

時
間

帯
・別

手
段
に
よ
る
申
込
を
案
内
。

緊
急

定
文

電
報

の
廃
止

（
定

文
電

報
へ

の
改
称
）

・
夜

間
申

込
を
希

望
さ
れ

る
方

に
は

2
4時

間
受

付
可
能
な
通
常
電
報
の

W
eb
に
よ
る
受
付
へ
の

誘
導

。
・

定
文

電
報

と
し
て
、
通
常

電
報
（
か
な
電

報
・漢

字
電
報
）よ

り
安
価
な
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
。

・
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ハ

ロ
ー
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

等
に
よ
る
事

前
周

知
に
よ
り
、
別

時
間

帯
・別

手
段
に
よ
る
申
込
を
案
内
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日

本
に
よ
る
電
報

サ
ー
ビ
ス
の
約

款
・料

金
の
変
更
認
可
申
請
の
概
要
②

認
可

申
請

に
係

る
こ
れ

ま
で
の

経
過

と
今

後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

平
成
2
9
年
９
月
2
0
日

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
・
西
日
本
か
ら
電
報
サ
ー
ビ
ス
約
款
・
料
金
の
変
更
認
可
申
請

９
月
2
9
日

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
（
電
気
通
信
事
業
部
会
）
に
諮
問
（
諮
問
後
、
パ
ブ
コ
メ
を
実
施
（
１
か
月
程
度
）
）

1
1
月
下
旬

同
審
議
会
答
申
を
踏
ま
え
、
総
務
大
臣
認
可
（
予
定
）

平
成
3
0
年
１
月
め
ど

見
直
し
後
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
（
予
定
）

6

委
員

限
り

9



電
報

サ
ー
ビ
ス
の

受
付

①
（電

報
受
付

か
ら
配

達
ま
で
の
概
略
図
）

電
報

の
申

し
込

み
電

報
の

配
達

利
用

者
か

ら
の
申

し
込

み

【
主
な
申

込
方

法
】

１
．
電

話
に
よ
る
申

し
込

み

２
．

FA
Xに

よ
る
申

し
込

み

３
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（

D-
M

AI
L）

に
よ
る
申
し
込

み

電
話

受
付

業
務

（
11

5・
FA

X）

【
申
込
内
容

投
入

】
１
．
請
求

先
電

話
番

号
２
．
申
込

者
氏

名
３
．
電
報

の
内

容
（
お
祝

い
等

）
４
．
届
出

日
（
指

定
配

達
日
）

５
．
届
出

先
住

所
、
受

取
人

氏
名

６
．
メ
ッ
セ
ー
ジ

７
．
台
紙

【
受
付
時
間

】
電
話
：

8:
00

～
22

:0
0

FA
X：

8:
00

～
19

:0
0

※
受
付

業
務

は
全

て
委

託
。

（
委
託
先
）

N
T

T
東

→
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
東
日
本

(株
)

N
T

T
西

→
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
西
日
本

(株
)

【
受
付
時
間
】

終
日
（
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ
時

等
除

く
。
）

電
報
の
申
し
込

み
サ

イ
ト
上

で
、

利
用
者
が
電

報
を
作

成
。

電
報

配
達

業
務

配
達

先

日
本

全
国
か
ら
申
込
可

能
日
本
全
国
へ
配
達
可
能

全
国

約
1,

00
0の

配
達
所
か
ら

配
達

【
内

訳
】

・
N

TT
東

日
本

エ
リ
ア

53
4箇

所
・

N
TT
西

日
本

エ
リ
ア

48
0箇

所

【
配

達
時

間
】

8:
00

～
19

:0
0

申
込
電
報

⇒
当

日
配

達
19

:0
0～

翌
8:

00
申
込
電
報

⇒
翌

朝
8:

00
以

降
に
配
達

※
当

日
配

達
は
、
日
本
全
国

概
ね

3
時

間
程

度
で
配
達
。

※
配

達
指

定
の
電

報
は

午
前

・
午

後
の
指

定
が
可
能
。

申
し
込

み
11

5番

※
事

前
の
登

録
が
必

要
。

※
N

T
T
東

西
の
固

定
電
話

の
他

、
他

事
業

者
か
ら
の

申
し
込

み
も
可

能
。

申
し
込

み
ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾀ
ﾞｲ
ﾔ
ﾙ

申
し
込

み
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ
ﾈ
ｯﾄ

※
2
2
:0

0
～

翌
日

8
:0

0
の
間

は
緊
急
定

文
電

報
、
無

線
電
報

に
限
り
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
で
受

付
。

※
配

達
業

務
は
全
て
委
託
。

（
委

託
先

）
N

T
T
東

→
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
東
日

本
(株

)
N

T
T
西

→
ﾃ
ﾙ
ｳ
ｪ
ﾙ
西
日

本
(株

)

配
達

所
の

プ
リ
ン
タ
へ

電
報

を
出

力

配
達

所
の

プ
リ
ン
タ
へ

電
報

を
出

力

電
報

配
達

7
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電
報

サ
ー
ビ
ス
の

受
付

②
（電

報
受
付

セ
ン
タ
に
つ
い
て
）

横
浜

（
終
日
）

・
電
報
受
付
セ
ン
タ
は
全
国
９
カ
所
（
終
日
受
付
は
、
横
浜
の
セ
ン
タ
の
み
）

・
受
付
セ
ン
タ
（
11

5）
で
電
報
を
受
付
、
ホ
ス
ト
セ
ン
タ
に
集
約

・
ホ
ス
ト
セ
ン
タ
か

ら
各
配
達
所
に
送
信

・
配
達
は
、
テ
ル
ウ
ェ
ル
か
ら
の
委
託
先
（
運
送
会
社
）
が
配
達

（
東
日
本
エ
リ
ア
：
５
３
４
、
西
日
本
エ
リ
ア
：
４
８
０
）

・
全
国
の

11
5受

付
セ
ン
タ
と
ホ
ス
ト
セ
ン
タ
を
結
ぶ
回
線
は
、

IP
-V

PN
（
イ
ー
サ
）

・
ホ
ス
ト
セ
ン
タ
と
配
達
所
を
結
ぶ
回
線
は
、

IP
-V

PN
（
フ
レ
ッ
ツ
回
線
）

夜
間
受
付
は
、

横
浜
の
み

札
幌

(8
-2

2時
)

仙
台

(8
-2

2時
)

長
野

(8
-1

9時
)

金
沢

(8
-2

2時
)

名
古
屋

(8
-1

6時
)

大
阪

(8
-2

2時
)

松
山

(8
-1

6時
)

福
岡

(8
-2

2時
)

ホ
ス
ト
セ
ン
タ

(埼
玉

)

申
込

(青
森

)

配
達

所
(新

潟
)

配
達

先
(新

潟
)

ホ
ス
ト
セ
ン
タ

(大
阪

)

8
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電
報
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
③
（
電
報
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
・
配
達
時
間
の
変
遷
）

【
受
付
】

２
４
時
間
受
付

全
て
の

電
報

緊
急

定
文

電
報

の
み

受
付

全
て
の

電
報

電
話
受

付
休

止
※

8時
～

19
時
ま
で
の
受

付
分

を
当

日
配

達
緊

急
定

文
※

配
達

休
止

緊
急

定
文
※

○
今

回
の
見
直
し

○
平

成
３
年
４
月
～

8時
～

19
時
ま
で
の
受

付
分

を
当

日
配

達
配

達
休

止

8時
～

19
時
ま
で
の
受

付
分

を
当

日
配

達
緊

急
定

文
時

間
外

の
み

（
3,

00
0円

）

8時
～

21
時
ま
で
の

受
付

分
を
当

日
配

達
時

間
外

取
扱

（
1,

00
0円

）
の

み
※

7時
～

21
時
ま
で
の

受
付

分
を
当

日
配

達
至

急
電

報
（
料

金
２
倍

）
の

み

【
配
達
】

○
今

回
の
見
直
し

○
平

成
３
年
４
月
～

○
昭

和
60

年
10

月
～

○
昭

和
51

年
11

月
～

○
昭

和
5
1
年
以
前

7時
21

時
7時

8時
21

時
8時

8時
19

時
8時

8時
19

時
8時

22
時

6時

8時
19

時
8時

8時
22

時
8時

8時
19

時
8時

○
昭

和
51

年
以
前

7時
7時

○
昭

和
51

年
11

月
～

２
４
時
間
受
付

8時
8時

※
緊

急
定

文
時

間
外

（
2,

00
0円

）
22

時
ま
で
に
受

付
：
当

日
配

達
22

時
以

降
の

受
付

：
翌

朝
6時

以
降

配
達

※
昭
和

59
年
か
ら

FA
Xに

よ
る
受
付
開
始

※
平
成

9年
5月

か
ら

w
eb

に
よ
る
受
付
（

24
時
間
）
開
始

※
w

eb
に
よ
る
受
付
は

24
時
間

※
昭

和
55

年
8月

か
ら
緊

急
定

文
電

報
の

時
間

外
取

扱

※
19

時
～

8時
ま
で
の
間
の

w
eb

に
よ
る
受
付
分
は

翌
朝

8時
以
降
に
配
達

※
19

時
～

22
時
ま
で
の

間
の

電
話

受
付

の
通
常
電
報
は
翌
朝

8時
以

降
に
配

達

9
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電
報
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
④
（
通
常
電
報
の
受
付
通
数
・
申
込
方
法
の
推
移
）

10

委
員
限
り

13



電
報
サ
ー
ビ
ス
の
受

付
⑤
（
通
常
電
報
の
受
付
通
数
時
間
別
推
移
（

28
年
度
）
）

11

委
員
限
り
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種
類

概
要

受
付

時
間

配
達

時
間

電
報

料
（
電
報
託
送
加
算
額

40
円
含
む
）

通
常

電
報

慶
弔

や
一

般
の
連
絡
用

に
利

用
さ
れ

る
電
報

電
話
：

8時
～

22
時

FA
X 

 ：
8時

～
19

時
、

W
eb

：
24

時
間

8時
～

19
時

に
受

付
即

日
配
達

【
慶
弔
】

〈
か
な
電
報
〉

49
0円

～
〈
漢
字
電
報
〉

70
0円

～
（
※

25
字
ま
で
。

累
加
額
：
漢
字

90
円

/5
字
、

か
な

60
円

/5
字
）

【
一
般
】

〈
か
な
電
報
〉

34
0円

～
〈
漢
字
電
報
〉

48
0円

～
（
※

25
字
ま
で
。

累
加
額
：
漢
字

60
円

/5
字
、

か
な

40
円

/5
字
）

※
W

eb
受

付
の

場
合

、
電

報
託

送
加

算
額

40
円

割
引

（
電

話
受

付
）

19
時

～
22

時
に
受

付

（
W

eb
受

付
）

19
時

～
翌

日
8時

に
受

付

翌
日

8時
以
降
に
配
達

緊
急

定
文

電
報

緊
急

時
に
定
文
化
し
た

文
言

を
送

達
す
る
電
報

24
時
間

（
受
付
は
電
話
の
み

）
8時

～
19

時
に
受

付
即

日
配
達

34
0円 （
※

20
字
以
内
で
補
完
追
記
可
）

19
時

～
翌

日
8時

に
受

付
翌

日
8時

以
降
に
配
達

※
夜

間
配

達
（
要

追
加

料
金

2,
00

0円
）

(1
)1

9時
～

22
時

に
受

付
(2

)2
2時

～
翌

日
8時

に
受

付
(1

)即
日

配
達

(2
) 翌

日
6時

～
8時

の
間

に
配
達

無
線

電
報

船
舶

か
ら
陸

地
、
ま
た

は
船

舶
間

で
の
や
り
取

り
に
利

用
さ
れ

る
電
報

24
時
間

8時
～

19
時

に
受

付
即

日
配
達

〈
船
舶

→
陸
地
〉

60
0円

～
〈
船
舶

↔
船
舶
〉

60
0円

～
〈
陸
地

→
船
舶
〉

64
0円

～
（
※

25
字
ま
で
。

累
加
額
：

80
円

/5
字
）

19
時

～
翌

日
8時

に
受

付
翌

日
8時

以
降
に
配
達

（
陸

地
ま
た
は

船
舶

か
ら
発

信
す
る

船
舶

宛
て
電

報
）

24
時

間

電
報
サ
ー
ビ
ス
の
概
要

12

15



緊
急
定
文
電
報
の
概
要

○
N

T
T
東

日
本

・
西

日
本
が
用
意
し
た
緊
急
の
定

文
（８

区
分

５
３
種

類
）
を
使
っ
て
発

信
す
る
電

報
（
昭
和

55
年
（

19
80

年
）
８
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス
提
供
）

○
受

付
は
、
２
４
時

間
（
電
話
受
付
の
み
）

○
配

達
は
、
８
時

か
ら
１
９
時
ま
で
に
受
け
付
け
た
も
の

を
当
日

配
達
。

追
加

料
金

（
2,

00
0円

（
税
抜
）
）
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
①
１
９
時

か
ら
２
２
時

ま
で
の

受
付
分

を
当

日
配
達
。
②
２
２
時
か
ら
翌
朝
６
時
ま
で
の
受
付

分
を
翌

朝
６
時

か
ら
８
時
の
間
に
配
達
。
③
６
時

か
ら
８
時

ま
で
の
受

付
分
は

、
8時

ま
で
に
配
達

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
利
用
者
が
承
知
し

た
も
の

に
限

り
取

り
扱
う
。

区
分

定
文

区
分

定
文

死
亡

の
通

知
・
死
す
。

・
死
す
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
死

す
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
死

す
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

入
院
の

通
知

・
入
院
。

・
入
院
、
至
急
電
話

さ
れ
た
し
。

・
入
院
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
入
院
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

危
篤

の
通

知
・
危
篤
。

・
危
篤
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
危

篤
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
危

篤
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

事
故
の

通
知

・
事
故
。

・
事
故
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
事
故
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
事
故
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

病
気

の
通

知
・
病
気
。

・
病
気
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
病
気
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
病
気
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

・
倒

れ
た
。

・
倒

れ
た
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
倒

れ
た
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
倒

れ
た
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

被
災
の

通
知

・
家
火
災
。

・
家
火
災
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
家
火
災
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
家
火
災
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

・
家
浸
水
。

・
家
浸
水
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
家
浸
水
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
家
浸
水
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

・
家
損
壊
。

・
家
損
壊
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
家
損
壊
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
家
損
壊
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

・
避
難
。

・
避
難
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
避
難
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
避
難
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

怪
我

の
通

知
・
怪
我
。

・
怪
我
、
至
急
電
話
さ
れ
た
し
。

・
怪
我
、
至
急
連
絡
さ
れ
た
し
。

・
怪
我
、
至
急
来
ら
れ
た
し
。

そ
の
他

の
緊
急

連
絡

・
至
急
電
話
さ
れ

た
し
。

・
至
急
連
絡
さ
れ

た
し
。

・
至
急
来
ら
れ
た
し
。

・
緊
急
連
絡

・
重
要
連
絡

・
急
用
在
り
。

・
行
け
ぬ
。

・
欠
席
す
る
。

・
無
事
。

【
緊
急
定
文
電
報
の
定
文
】
（
定
文
の
前
後
に
２
０
字
以
内
の
文
字
を
追
加
す
る
こ
と
が
可
能
）

13

委
員

限
り
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緊
急
定
文
電
報
通
数
の
推
移

02040608010
0

12
0

14
0

16
0

18
0

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

7.
0

8.
0

9.
0

S5
5

S5
6

S5
7

S5
8

S5
9

S6
0

S6
1

S6
2

S6
3

H1
H2

H3
H4

H5
H6

H7
H8

H9
H1

0H
11

H1
2H

13
H1

4H
15

H1
6H

17
H1

8H
19

H2
0H

21
H2

2H
23

H2
4H

25
H2

6H
27

H2
8

【
緊

急
定
文
】

（
万

通
）

【
携

帯
電

話
契

約
数

】
（
百

万
契

約
）

参
考
：
携
帯
電
話
契
約
数

【
平
成

23
年

3月
】

東
日
本
大
震
災

【
平
成

7年
1月

】
阪
神
・
淡
路
大
震
災

【
平
成

3年
3月

】
◇
定
文
の
見
直
し

（
47

定
文

→
53

定
文
）

◇
夜
間
配
達
料
の
見
直
し

（
3,

00
0円

→
2,

00
0円

）
◇
夜
間
配
達
時
間
の
見
直
し

【
昭

和
60

年
10

月
】

◇
夜
間
配
達
時
間
の
見
直
し

◇
定
文
の
見
直
し
（
漢
字
）

（
29

定
文

→
47

定
文
）

◇
夜
間
配
達
料
の
見
直
し

（
1,

00
0円

→
3,

00
0円

）

【
昭
和

55
年

8月
】

緊
急
定
文
電
報

サ
ー
ビ
ス
開
始

【
平
成

19
年

3月
】

携
帯
電
話
＋
Ｐ
Ｈ
Ｓ
契
約

１
億
突
破

【
平
成

11
年
】

携
帯
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
サ
ー
ビ
ス
開
始

14

委
員

限
り
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関
係

条
文

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）

附
則

第
五
条

電
報
の
事
業
（

配
達
の
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
分
の
間
、
電
気
通

信
事
業
と
み
な
し
、
当
該
事
業
に
係
る
業
務
の
う
ち

受
付
及
び
配
達
の
業
務

に
つ
い
て
は
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び

電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
際

電
信
電
話
株
式
会
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三

百
一
号
）
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
の
電
気
通
信
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
電
電
承
継
人
」
と
い

う
。
）
の
み
が
こ
れ
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
報
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
電
気
通

信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

こ
の
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
（
第
十

六
条
、
第
十
七
条
及
び
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
を
除
き
、
罰
則
を
含
む
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
な
お
効
力
を
有
す
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い

て
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
国
際
電
電
承

継
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
東
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
等
」
と
い
う

。
）
が
行
う
電
報
の
取
扱
い
の
役
務
は
旧
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信

役
務
と
み
な
し
、
当
該
役
務
の
提
供
の
業
務
は
旧
法

第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
業
務
と
み
な
し
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
が
行
う
電
報
の
事

業
は
旧
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気

通
信
事
業
と
み
な
し
て

、
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
の
規
定
を
適
用
す

る
。

３
・
４

（
略
）

電
報

の
独

占
15
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○
電

気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）

附
則

第
六
条

（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
五
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
電
報
の
取
扱
い
の
役
務
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
報
の
事
業
が
電
気
通
信
事
業
と
み
な
さ
れ
る
間
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
十
五
年

改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
電
気
通
信
事
業
法
の
規
定
は
な
お
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て
、
旧
電
気
通
信
事
業
法
中
「
郵
政
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
「
郵
政
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
大
臣
」
と
す
る
。

関
係

条
文

（
電

報
の

料
金
に
係

る
規

定
）

16

○
旧
電
気
通
信
事
業
法

＜
平
成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
＞

（
料
金
の
認
可
等
）

第
三
十
一
条

第
一
種

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
（
第
三
項
に
規
定
す
る
料
金

及
び
郵
政
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
定
め
、

郵
政
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
郵
政
大
臣
は
、
前

項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
能
率
的
な
経
営

の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
料
金
の
額
の
算

出
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
特
定
の
者
に
対

し
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

３
第
一
種
電
気
通
信

事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
そ
の
内
容
、
利
用
者
（
電
気
通
信
事
業
者
と
の

間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結

す
る
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
範
囲
等
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
少
な
い

も
の
と
し
て
郵
政
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る

料
金
（
第
一
項
の
郵

政
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
郵

政
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４
～
７

（
略
）

（
審
議
会
へ
の
諮
問

）
第
九
十
四
条

郵
政
大

臣
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
等
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
審
議
会
」
と

い
う
。
）
に
諮
り
、

そ
の
決
定
を
尊
重
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
議
会
が
軽
微

な
事
項
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

一
～
三
（
略
）

四
第
三
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
の
料
金
に
関
す
る
認
可

五
～
十
九
（
略
）
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○
旧
法
＜
電

気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式

会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る

改
正

前
の
電
気
通
信
事
業
法
＞

（
契
約

約
款
の
届
出
等
）

第
三
十
一

条
の
四

第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
（
料
金
並
び
に
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は

第
五
十

二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
る
べ
き
技
術
的
条
件
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に

届
出
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
総
務

大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
契
約
約
款
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
に

対
し
、

相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
契
約
約
款
を

変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
第

一
種
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者

の
責
任
に
関
す
る
事
項
並
び
に
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

が
適

正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

。
二

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
を
不
当

に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
特

定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
第

八
条
第
一
項
の
通
信
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

五
他

の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競

争
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
た
め
、

利
用

者
の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
３

第
三

十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
べ
き
契
約

約
款
の

う
ち
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
の

認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４
総
務

大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
第
二
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５
～
1
0

（
略
）

（
審
議
会
等
へ
の
諮
問
）

第
九
十
四
条

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関

を
い
う

。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
諮
問
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
審
議
会
等
が
軽
微
な
事
項
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

一
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
電
気

通
信
事
業
の
許
可
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
種
類
等

の
変

更
の
許
可
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
認
可
、
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の

認
可
、

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
接
続
約
款
の
認
可
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
の

認
可

、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
関
す
る
協
定
の
認
可
、
第
七
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
適
格
電
気
通
信

事
業

者
の
指
定
、
第
七
十
二
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
交
付
金
の
額
及
び
交
付
方
法
の
認
可
、
第
七
十
二
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
額

及
び

徴
収
方
法
の
認
可
又
は
第
七
十
二
条
の
十

六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
業
務
規
程
の
認
可

二
～
五

（
略
）

関
係

条
文

（
電

報
の

契
約
約

款
に
係

る
規

定
）

17
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審 査 結 果 

（約款の変更認可） 

 

 電気通信事業法関係審査基準（平成13年1月6日総務省訓令第75号。以下「審査基準」という。）

の規定に基づき、審査を行った結果は以下のとおりである。 

なお、審査事項５の審査結果が適と認められた場合には、認可することが適当であると認められ

る。 

 

 

審 査 事 項 
審査

結果 
理  由 

１  第一種電気通信事業者及びその利

用者の責任に関する事項並びに電気

通信設備の設置の工事その他の工事

に関する費用の負担の方法が適正か

つ明確に定められていること。 

【審査基準第１３条の２(1)】 

－ 

 今回の申請において変更点はな

い。 

２  電気通信回線設備の使用の態様を

不当に制限するものでないこと。 

【審査基準第１３条の２(2)】 

適 

 電気通信回線設備の使用の態様

を不当に制限するような変更事項

はなく、適当であると認められる。 

３  特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

【審査基準第１３条の２(3)】 

適 

 特定の者に対し不当な差別的取

扱いをするものでないと認められ

る。 

４  法第８条第１項及び施行規則第５

５条に定める重要通信が優先的に取

り扱われること並びに施行規則第５

６条に定める機関等が重要通信を行

うため他の通信の接続が制限又は停

止されることが定められていること。 

【審査基準第１３条の２(4)】 

－ 

 今回の申請において変更点はな

い。 

５  他の電気通信事業者との間に不当

な競争を引き起こすものでなく、その

他社会的経済的事情に照らして著し

く不適当であるため、利用者の利益を

阻害するものでないこと。 

【審査基準第１３条の２(5)】 

保留 

 今回の見直しについては、①夜間

（19～22時）の電報受付の廃止、②

緊急定文の夜間早朝配達の廃止、に

より利用者利便を低下させる可能

性があるため、意見招請結果等を考

慮して判断することとする。 
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審 査 結 果 

（料金の変更認可） 

 
 電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6 日総務省訓令第 75 号。以下「審査基準」とい

う。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行った結果、認可することが適当であると認められる。 

 

審 査 事 項 
審査

結果 
理  由 

１ 料金及びその額の算定方法が、電

気通信料金算定要領に照らし、妥当

なものであること。 

【審査基準第１２条の２(１)】 

適 
「定文電報」の料金については、改称

前の「緊急定文電報」と同額の料金で提

供され、変更がない。 

２ 特定の者に対し不当な差別的取扱

いをするものでないこと。 

【審査基準第１２条の２(２)】 

適 
料金は、特定の者に対し不当な差別的

取扱いをするものではないと認められ

る。 
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（参照条文） 

 

○ 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）（抄） 

 

附 則 

第五条 電報の事業（配達の業務を含む。以下この条において同じ。）は、当分の間、電気

通信事業とみなし、当該事業に係る業務のうち受付及び配達の業務については、東日本電

信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び電気通信分野における規制の合理化のた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成十年法律第五十八号）第一条の規定による廃止

前の国際電信電話株式会社法（昭和二十七年法律第三百一号）により設立された国際電信

電話株式会社の電気通信事業者の地位を承継した者（以下この条において「国際電電承継

人」という。）のみがこれを行うことができる。この場合において、電報の事業について

は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平

成十五年法律第百二十五号）第二条の規定による改正前のこの法律 （以下この条におい

て「旧法」という。）の規定（第十六条、第十七条及び附則第五条第一項の規定を除き、

罰則を含む。次項において同じ。）はなお効力を有する。  

２ 前項の場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び国際電電

承継人（以下この条において「東日本電信電話株式会社等」という。）が行う電報の取扱

いの役務は旧法第二条第三号に規定する電気通信役務とみなし、当該役務の提供の業務

は旧法第二条第六号に規定する電気通信業務とみなし、東日本電信電話株式会社等が行

う電報の事業は 旧法第六条第二項に規定する 第一種電気通信事業とみなして、前項の規

定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定を適用する。  

３ 東日本電信電話株式会社等は、旧法第十五条第一項の規定にかかわらず、総務省令で定

めるところにより、電報の事業に係る業務の一部を委託することができる。  

４ 前三項に規定するもののほか、電報の取扱いに係る業務又は役務に関し必要な事項は、

総務省令で定める。 

 

  

3737



○電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律（平成十年

法律第五十八号）（抄） 

 

附 則 

第六条  

１～４（略） 

５ 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（平

成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。）第二条の規定による

改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の 電報の取扱いの役務に関する料金について

は、同条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項

の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正

前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法※の規定はなお効力を有す

る。この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、

「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。 

 

 ※平成十年法律第五十八号による改正前の電気通信事業法 
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○旧法＜電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律

（平成十五年法律第百二十五号）第二条の規定による改正前の電気通信事業法（抄）＞ 

 

（契約約款の届出等） 

第三十一条の四 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件（料金並びに総

務省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認

可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。）について契約約款を定め、総務省令で定

めるところにより、その実施前に、総務大臣に届出なればならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

２ 総務大臣は、前項の規定による届出に係る契約約款が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を

変更すべきことを命ずることができる。 

 一 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設

置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていない

こと。 

二 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであること。 

三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。 

四 第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものでないこと。 

五 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経

済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるこ

と。 

３ 第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信

事業者は、第一項の規定により定めるべき契約約款のうち当該第一種指定電気通信設備

を用いる電気通信役務の提供に関するものについては、同項の規定にかかわらず、総務

大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、

前項の認可をしなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

５～10 （略） 

 

 （審議会等への諮問） 

第九十四条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和

二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問

しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、こ

の限りでない。 

3939



 一 第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可、第十四条第一項の規定によ

る第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可、第三十一条第四項の

規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十一条の四第三項の規定によ

る契約約款の認可、第三十八条の二第二項の規定による接続約款の認可、同条第七項

の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第三十九条の三

第一項の規定による電気通信設備の共用に関する協定の認可、第七十二条の八第一項

の規定による適格電気通信事業者の指定、第七十二条の九第一項の規定による交付金

の額及び交付方法の認可、第七十二条の十第二項の規定による負担金の額及び徴収方

法の認可又は第七十二条の十六第一項において準用する第六十一条第一項の規定によ

る支援業務規程の認可 

 二～五 （略） 
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○旧法 ＜平成十年法律第五十八号による改正前の電気通信事業法（抄）＞ 

 

（料金の認可等） 

第三十一条 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する料金（第三項に規定する料

金及び郵政省令で定める料金を除く。）を定め、郵政大臣の認可を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認

可をしなければならない。 

 一 能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。 

 二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 

 三 特定の者に対し不当な差別的取り扱いをするものでないこと。 

３ 第一種電気通信事業者は、電気通信役務のうちその内容、利用者（電気通信事業者と

の間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。）の範囲等か

らみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに関

する料金（第一項の郵政省令で定める料金を除く。）を定めようとするときは、あらか

じめ郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

４ 第一種電気通信事業者は、第一項の規定により認可を受けるべき料金又は前項の規定

により届け出るべき料金については、それぞれ第一項の規定により認可を受け又は前項

の規定により届け出た料金によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただ

し、第三十九条の三第二項の認可を受けた契約により一般第二種電気通信事業者及び特

別第二種電気通信事業者（以下この節において「第二種電気通信事業者」という。）に

電気通信役務を提供する場合並びに事項の規定により電気通信役務の料金を減免する場

合は、この限りでない。 

５ 第一種電気通信事業者は、郵政省令で定める基準に従い、第一項の規定により認可を

受け又は第三項の規定により届け出た電気通信役務の料金を減免することができる。 

６、７（略） 

 

（審議会への諮問） 

第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定める審議会

（以下この条及び次条において「審議会」という。）に諮り、その決定を尊重してこれ

をしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めたものについては、この限

りでない。 

一～三（略） 

 四 第三十一条第一項の規定による第一種電気通信事業者の料金に関する認可 

五～十九（略） 
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